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１．研究計画の概要 
本研究は、現在日本で、地方自治法上の地域
自治区制度や、各自治体の条例や要綱による
など、様々な形で取組まれている自治体内分
権の取組を，「コミュニティ自治」として捉
え、網羅的に整理してデータベース化するこ
とを展望して、そのための基礎的な準備作業
とデータベースの試作を行うものである。そ
のためには、以下の調査研究を行う必要があ
る。 
(1)欧米やアジア諸国での自治体内分権的な
仕組みを実際に現地調査することを通じて
国際比較的な視点から、日本の取組の特徴を
理論的に整理する。 
(2)現在日本の各自治体で多様に取組まれて
いる自治体内分権的な取組についてなるべ
く多く情報を得るとともに、特徴的な取組を
行っている自治体には実地調査を行う。 
(3)こうした取組を行う自治体は現在もどん
どん増えており、安定した網羅的データベー
スそのものはまだ構築できないが、上記(1)、
(2)の作業を通じて理論的着眼点を整理すれ
ば、あるべきデータベースの基本設計はでき
るはずであるから、その試作として、いくつ
かの県を選定し、その中の各市町村について、
果たしてまたどのような自治体内分権的取
組を行っているかを、インターネット情報を
主として活用して整理し、データベースの試
作を行う。 
 

２．研究の進捗状況 
(1)国際比較研究によって日本のコミュニテ
ィ自治の理論的把握に必要な視座を精緻化
する作業は、これまでの３カ年、ドイツ、オ
ーストリア、フランス、イギリス、スコット
ランド、アメリカ、フィリピン、韓国、中国、

インドなどで調査を行い、これを毎年度２回
行ってきた研究打合せの中で整理し、かなり
進展した。日本の自治体内分権は、コミュニ
ティの住民自らが公共サービスを執行する
役割を負っている点（「協働」型）で欧米に
比べて特異であることに着眼することが重
要であり、かつ、コミュニティ・レベルの国
際比較においては、通常の福祉国家類型論な
どで着目される所得保障や医療制度などの
公共サービスではなく、身近で軽易な公共サ
ービス（「コミュニティ・ニーズ」の充足）
に着眼することが重要であるとの着想を得、
いくつかの論文にまとめることを通じて理
論的に整理してきている。 
(2)いくつかの市町村の自治体内分権的な取
組を実地に調査することを通じて仮説を精
緻化し、2010 年度は、上越市と宮崎市とい
う、地域自治区制度採用自治体として代表的
な自治体について、個々の地域自治区を共通
の調査項目に従ってほぼ悉皆的に調査する
という大きな成果を上げた。研究分担者、連
携研究者はもちろん、多くの研究協力者の力
も得て、量的にも質的にも画期的な調査がで
きた。この両者は、各コミュニティにおける
「協働」の仕組みにおいて異なった類型を示
しており、これまで「住民組織の二重化」と
よんできた仮説に、若干の変更を迫るもので
あった。 
(3)これらをふまえて、網羅的データベース試
作の作業については、2009年度と 2010年度
とでインターネット情報で分かる限りで各
県ごとに各市町村の取組を調査・整理する作
業を継続させ、かつ研究打合せにおいて、デ
ータベース設計の基礎的検討を行ってきた。 
以上の点において、次年度（最終年度）に研
究課題を完遂できるだけの基盤が整えられ
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たと考えている。 
 

３．現在までの達成度 
②おおむね順調に進展している。 
（理由） 
上記２に記した(1)〜(3)の作業は、研究計画を
作った当初のもくろみから見て、十分な成果
と言ってよい。国際比較研究においては、特
にアジアのいくつかの国について、優秀な研
究協力者の協力が得られて、もくろみ通りに
進展したことは大きな成果であったと判断
できる。また、日本国内の自治体の諸々の取
組については、特徴的な取組をしている自治
体にそれぞれ２、３日程度の調査を行ってき
たが、これを基礎に 2010 年度において上越
市と宮崎市で悉皆的な調査ができたことで、
データベース構築の基本的視点が定まって
きたと判断している。これらをふまえて、実
際にデータベースを試作するという目標に
直接見合う作業として、インターネット情報
を材料にしたいくつかの県の市町村に関す
る網羅的な情報整理も、研究協力者の協力を
得て基本的なフォーマットが確立されつつ
あるので、2011年度の最終年度で、研究目標
を達成することができると見込んでいる。 
 

４．今後の研究の推進方策 
(1)2011 年度が最終年度であるから、外国調
査は、データベース試作の着眼点を明確化す
るための補足的な調査と位置づけ、いくつか
の国について取組んでいく。アジアについて
は、日本の「協働型」コミュニティ自治との
類似性に着眼すること、また欧米については、
その基本的な「参加型」的特徴の中でも、「福
祉国家の領域化」といわれる動きの中で出て
きているボランティア奨励論などの「協働
型」的政策動向に着眼することが、重要であ
る。 
(2)国内調査も、やはりデータベース試作に
必要な限りの補足的な位置づけの調査を行
う必要がある。上越市と宮崎市については、
2010 年度の悉皆的調査を十分に分析し、補足
的な調査を行う。そのほか、各地で自治体内
分権的試みは質量ともに進展しており、これ
に敏感にアンテナを張っておく必要がある。 
(3)以上の(1)と(2)の調査をふまえて、着眼
項目を明確にし、データベースのフォーマッ
ットを確立し、あるべきデータベースの試作
を行う。おそらく、コミュニティ自治の試み
をいくつかの類型に整理するとともに、それ
の適用として、いくつかの県を選定して、そ
の県内の市町村の自治体内分権の取組の有
無と特徴を網羅的に一覧化するような試作
品を作ることになるであろう。 
 
５. 代表的な研究成果 
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